
　

農
業
委
員
会
で
は
、
許
可
申
請

の
受
付
締
切
日
を
次
の
と
お
り
変

更
し
ま
す
。

（
従
来
）毎
月
５
日
→

（
平
成
28
年
４
月
か
ら
）毎
月
末
日

※
末
日
が
土
日
祝
祭
日
な
ど
の
場

合
は
翌
開
庁
日

問
農
業
委
員
会　
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（
２
３
）８
７
１
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中
心
市
街
地
の
活
性
化
や
に
ぎ

わ
い
の
創
出
に
取
り
組
む
団
体
な

ど
が
行
う
、
創
意
と
工
夫
に
あ
ふ

れ
た
自
主
的
・
主
体
的
な
事
業
な

ど
の
支
援
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

応
募
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
募
集
期
間
…
４
月
１
日（
金
）

～
５
月
13
日（
金
）

●
補
助
上
限
額
…
50
万
円

●
補
助
対
象
経
費
…
報
償
費
、
旅

費
、
会
議
費
、
賃
借
料
、
委
託

費
、
広
報
費
、
印
刷
費
、
通
信

運
搬
費
、
備
品
費
、
消
耗
品
費
、

光
熱
水
費
、
手
数
料
な
ど

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
申
商
工
観
光
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
７
０
９

●事業内容…下表のとおり（補助金額は、予算の範囲内に限ります。）
●申請について…施設などを導入する３カ月前までに上記へ相談にお越しください。

　市では、農業における園芸振興のために、さまざまな事業に対して市単独補助金として購
入費や資材費の補助を行っています。

事業名 事業内容 補助金額 補助対象
園芸用保冷庫導入事業 園芸用保冷庫（1.5 坪以上）導入費補助 ３分の１以内（12 万円上限）

市内在住
の個人 ･
生産組織

など

園芸拡大支援事業 園芸用パイプハウス資材費補助
（330 ～ 1,000㎡）

認定農業者　     ：２分の１以内
その他の農業者：３分の１以内

（１㎡あたりの上限あり）

アスパラガス生産拡大支援事業 アスパラガス種子および苗購入費補助（10 ａ以上作付） ３分の１以内
ブルーベリー苗木購入事業 ブルーベリー苗木購入費補助（5 ａ以上作付） ２分の１以内（20 万円上限）

問　農政課  　  ３階　　（２３）８２９２農業者・農業生産組織などの皆さんへ
市単独補助金の案内

（公財）大田原市農業公社　農業体験参加者募集

　次の農業体験事業を予定しています。内容の詳細については、後日参加者に連絡します。
※各作物の生育状況により、日程などを変更する場合があります。

■今後の予定

日　時 内　容 費　用 定員 体験場所 申込受付期間

５月 28 日（土）午前９時～ お茶摘み 500 円 30 人 須賀川 ４月 20 日（水）～ 28 日（木）

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
●申込方法…上記へ電話または直接申し込み。

日　時 内　容 費　用 定員 体験場所 申込受付期間

６月 19 日（日）午前９時～ 梅の実収穫
梅干し漬け 1,000 円 20 人 湯津上農村環境改善センター ５月 25 日（水）

～６月３日（金）
７月 17 日（日）午前９時～ 三五八床作り 500 円 20 人 湯津上農村環境改善センター ６月 15 日（水）～ 24 日（金）７月 30 日（土）午前９時～ 田舎饅頭作り 500 円 20 人 湯津上農村環境改善センター

８月６日（土） 午前９時～ ブルーベリー収穫
ジャム作り 1,000 円 15 人 佐良土

佐良土多目的交流センター ７月 13 日（水）～ 22 日（金）

10 月 16 日（日）午前９時～ さつま芋掘り
栗きんとん作り 1,000 円 20 人 片田（ポッポ農園）

湯津上農村環境改善センター ９月 14 日（水）～ 23 日（金）

12 月 10 日（土）午前９時～ そば打ち 1,000 円 15 人 大田原市総合文化会館 11 月 16 日（水）～ 25 日（金）12 月 17 日（土）午前９時～ 門松作り 1,500 円 40 本 須賀川出張所

１月 15 日（日）午前９時～ はりはり漬け
おから作り 500 円 20 人 湯津上農村環境改善センター

12 月 14 日（水）～ 22 日（木）２月４日（土） 午前９時～ 味噌作り 1,000 円 各回
20 人 黒羽大輪農産加工所

２月４日（土） 午後１時～

申問（公財）大田原市農業公社　　１階
　　（２３）４８３４

農
地
法
に
関
す
る
許
可
申
請
の

受
付
締
切
日
が
変
わ
り
ま
す

「
大
田
原
市
中
心
市
街
地
に
ぎ

わ
い
創
出
事
業
補
助
金
」
募
集
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市
で
は
、
中
小
零
細
企
業
の
経

営
の
安
定
や
成
長
を
支
援
す
る
た

め
、
必
要
な
事
業
資
金
を
円
滑
に

調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

融
資
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
事
業
資
金
の
円
滑
な
借
り
入
れ

を
促
進
し
ま
す

市
内
金
融
機
関
に
融
資
の
元
本

の
一
部
と
な
る
資
金
を
預
託
す

る
こ
と
で
、
一
般
の
金
融
機
関

の
貸
付
利
率
よ
り
低
金
利
で
中

小
、
零
細
企
業
者
が
資
金
を
借

り
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
固
定
金
利
で
融
資

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
借
り
入
れ
の
際
の
経
費
負
担
を

軽
減
し
ま
す

融
資
を
受
け
る
際
に
か
か
る
栃

木
県
信
用
保
証
協
会
の
公
的
保

証
料
を
補
助
し
ま
す（
小
口
資

金
と
設
備
資
金
は
２
分
の
１
、

特
別
小
口
零
細
企
業
資
金
と
創

業
支
援
資
金
は
全
額
補
助
。
ま

た
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
年
に

何
回
融
資
を
利
用
し
て
も
補
助

さ
れ
ま
す
。）

■
市
内
中
小
・
零
細
企
業
の
円
滑

な
資
金
繰
り
を
支
援
す
る
た
め

の
対
策

市
制
度
融
資
の
既
存
貸
付
残
額

を
新
規
融
資
に
よ
り
借
換
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
借
換
が
可
能
な
資
金
：
小
口
・

設
備
・
特
別
小
口
零
細
企
業
資
金

※
創
業
支
援
資
金
は
借
換
が
で
き

ま
せ
ん
。

▼
借
換
え
る
た
め
の
資
金
：
小
口

資
金

▼
対
象
：
市
制
度
融
資
の
既
存
融

資
が
あ
る
方
で
、
借
換
に
よ
り

健
全
な
事
業
活
動
の
維
持
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
中
小
企
業
者
。

※
据
置
期
間
に
あ
る
貸
付
は
対
象

外
。
借
換
え
の
可
否
は
、
取
扱

金
融
機
関
・
信
用
保
証
協
会
の

審
査
が
あ
り
ま
す
。

■
創
業
支
援
資
金
の
利
子
補
給
制

度
を
制
定

市
内
で
の
創
業
を
支
援
す
る
た

め
、
創
業
支
援
資
金
の
融
資
額

の
１
％
ま
た
は
支
払
っ
た
利
子

額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を

補
助
し
ま
す
。

※
市
税
に
滞
納
が
あ
る
方
は
ご
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
方
法
…
市
内
の
銀
行
、
信

用
金
庫
、
信
用
組
合
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
商
工
観
光
課　
　

２
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２
３
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０
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小
中
企
業
の
皆
さ
ん
へ

市
の
制
度
融
資
の
ご
案
内

制度 どんなときに使えるか 融資を受ける条件 融資限度額 返済期間と
利率（年利（％））

返済
方法 保証人

小口資金

 ・商品（材料）の仕入資金
 ・運転・借換資金
 ・買掛金などの決済資金
 ・その他諸経費の支払

 ・中小企業基本法に定める中小企
業者であること

 ・市内において１年以上引き続き
同一事業を営んでいること

 ・その経営が健全であり返済能力
が確実であると認められること

1 年度１事業者につき
1,000 万円以内

3 年以内  
5 年以内  
7 年以内  

1.6
1.9
2.2

月
賦
返
済
ま
た
は
一
括
返
済

個
人
は
不
要
・
法
人
は
代
表
者
の
み

設備資金
 ・機械・設備・車両の購入資金
 ・店舗・工場・建物などの新改

築資金

1 年度１事業者につき
2,000 万円以内

5 年以内 
7 年以内  
10 年以内

1.9
2.2
2.5

特別小口
零細企業

資金 上記のすべての用途に利用
できます。

（借換資金としては利用でき
ません。）

上記の条件のほか、
 ・中小企業信用保険法に定める小規

模企業者であること
 ・信用保証協会の保証残高が 1,250

万円以下の事業者であること

1 事業者につき 1,250
万円以内

（1 回の上限額は使途が
小口資金と同じ場合は
500 万円、設備資金と
同じ場合は 1,000 万円）

3 年以内 
5 年以内  

1.6
1.8

創業支援
資金

 ・市内で創業しようとしている個
人または企業

 ・市内で創業後１年未満の中小企
業者

１事業者につき
500 万円以内 5 年以内  1.9

　商工観光課　　２階　  （２３）８７０９

※市民サービス向上のため、有料広告を掲載しています。
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東東別館「安心･しあわせ館」Ａ仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」
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